
 

聖

籠

町

告

示

第

二

十

三

号

 

聖

籠

町

子

ど

も

家

庭

相

談

セ

ン

タ

ー

事

業

実

施

要

綱

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

六

年

三

月

二

十

六

日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

聖

籠

町

長

 

渡

邊

 

廣

吉

 

聖

籠

町

子

ど

も

家

庭

相

談

セ

ン

タ

ー

事

業

実

施

要

綱

 

（

趣

旨

）

 

第

一

条

 

聖

籠

町

の

子

ど

も

に

関

す

る

相

談

に

適

切

か

つ

迅

速

に

対

処

す

る

た

め

設

置

す

る

聖

籠

町

子

ど

も

家

庭

相

談

セ

ン

タ

ー

（

以

下
「

相

談

セ

ン

タ

ー

」
と

い

う

。
）
の

事

業

実

施

に

関

し

、
必

要

な

事

項

を

定

め

る

も

の

と

す

る

。

 

（

事

業

の

対

象

者

）

 

第

二

条

 

相

談

セ

ン

タ

ー

の

事

業

は

、

聖

籠

町

に

住

所

を

有

す

る

お

お

む

ね

十

八

歳

未

満

の

子

ど

も

と

そ

の

家

族

等

を

対

象

と

す

る

。

 

（

事

業

内

容

）

 

第

三

条

 

相

談

セ

ン

タ

ー

は

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

実

施

す

る

。

 

 

一

 

子

ど

も

及

び

家

庭

に

関

す

る

総

合

相

談

に

関

す

る

こ

と

。

 

 

二

 

学

校

、

家

庭

及

び

関

係

機

関

と

の

連

携

に

関

す

る

こ

と

。
 

 

三

 

地

域

の

子

育

て

・

教

育

に

関

す

る

こ

と

。

 

 

四

 

要

保

護

児

童

対

策

地

域

協

議

会

の

運

営

に

関

す

る

こ

と

。

 

五

 

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

子

ど

も

・

子

育

て

に

関

す

る

こ

と

。

 

（

職

員

配

置

）

 

第

四

条

 

相

談

セ

ン

タ

ー

に

は

、
ス

ク

ー

ル

ソ

ー

シ

ャ

ル

ワ

ー

カ

ー

、

相

談

員

そ

の

他

必

要

な

職

員

を

配

置

す

る

。

 

（

そ

の

他

）

 

第

五

条

 

こ

の

告

示

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

相

談

セ

ン

タ

ー

の

事

業

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

別

に

定

め

る

。

 

附

 

則

 



 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

六

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 


